
在宅医療が必要になったら 

 

 在宅医療のイメージ 

 在宅での療養生活の不安をなくすために、かかりつけ医は他の医療機関と連携します。また、介

護事業所、訪問看護事業所等、他の関係者とも連携しサポートしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム：かかりつけ医が在宅を訪問して医療を提供する場合には、「往診」と「訪問診療」が 

あります。「往診」は、主に病状の急変時など不定期に行う治療のことで、「訪問診療」 

は、定期的に訪問して行う医療処置のことをいいます。在宅医療を進めていく上では、 

「訪問診療」により定期的な訪問をメインとした支援を進めていくことになります。 

 

 

 

連携をとって治療に 

あたります 

 

在宅医療 

の提供 

【在宅患者（利用者）】 

かかりつけ医による日常的な訪

問診療や往診のほか、かかりつけ

医と連携した訪問看護や介護サ

ービス等様々な職種のサービス

が必要に応じて受けられます。 

 

 

【他の医療機関】 

病状が急変したときや、精密

検査が必要になったときなど、

必要に応じて入院等のサポート

をします。 

 

各種サービスの提供 

【かかりつけ医】 

患者（利用者）の自宅を訪問

し、日常的な健康管理を行いま

す。また、他の医療関係者や介

護関係者等と連携し、在宅医療

を行います。 

 

【サービス事業所】 

ケアマネジャー等の支援プラ

ンのもと、医療機関等とも連携

を取りながら、在宅生活を送る

上での介護サービスや訪問看護

を提供します。 

 

連携をとりながらチームで支援します！ 

 



ｚ 

 在宅医療にかかわる職種とその役割 

 在宅医療は、かかりつけ医が中心となって支援をしますが、かかりつけ医以外にも次のような様々

な職種が連携して療養生活をサポートします。このように、医療と介護が連携し、患者（利用者）

さんの情報共有をしていくことで、ご本人やご家族の不安を和らげていくことにもつながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問介護員（ヘルパー） 

必要に応じて、在宅での身の回

りの世話（入浴・清拭・排せつ

介助）などの支援を行う。 

ご本人・ご家族 

医師（主治医） 

訪問診療や急変時の往診など、

生活の場で医療を行う。 

歯科医師・歯科衛生士 

虫歯の治療など、口腔内のケア、

相談、指導を行う。 

介護支援専門員（ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ） 

在宅生活において、介護保険の

サービス計画作成や専門相談

支援を行う。 

薬剤師 

薬の提供や、飲み方、管理の方法

等を教えてくれる。 

障がい者相談支援専門員 

障がい福祉のサービス計画作成

や専門相談支援を行う。 

訪問看護師 

自宅等を訪問して、療養上の処

置や世話・相談・指導を行う。 

医療相談員 

病院から在宅復帰に向けての

相談支援や、各種調整を行う。 

理学療法士・作業療法士 

拘縮予防や日常動作訓練など、

身体の状態に応じて必要なリハ

ビリを行う。 

福祉用具相談員 

車いすや介護用ベッドなどのレ

ンタルや、専門相談を行う。 

地域包括支援センター 

高齢者や家族が、相談先が分か

らない場合に相談支援を行う。 


